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年末年始の医療提供体制の確保にご協⼒をお願いします︕ 

 

 

 

 
 

 

１ 対象医療機関 

（１）神奈川県の指定を受けた「発熱診療等医療機関」 

（２）新型コロナウイルス陽性者の入院受入を行う「神奈川モデル認定医療機関」 

（３）発熱患者のオンライン診療を行う医療機関（県内に医療機関を開設する者） 

 

２ 支給要件等 

（１）発熱診療等医療機関 

   ○ 12 月 29 日から１月３日までの期間に、１日あたり合計４時間以上、発熱

患者の診療を実施する体制を整備していただいた場合 

・県の「発熱等診療予約センター」からの予約を受ける医療機関には、 

１日あたり 50 万円（日数に応じて支給） 

・県の「発熱等診療予約センター」からの予約を受けない医療機関には、 

１日あたり 15 万円（日数に応じて支給） 

   ○ 年末年始の診療日、診療時間等について、事前に県に届出をお願いします。 

    ※届出方法は、発熱診療等医療機関の皆様にメール又は郵送でご案内します。 

   ○ 届出いただいた情報は一般への公表は行いませんが、県の「発熱等診療予

約センター」や保健所、医師会等の関係機関で共有させていただきます。 

 

（２）神奈川モデル認定医療機関 

   ○ 12 月 29 日から１月３日までの期間に、新たに新型コロナウイルス陽性者

の入院を受け入れていただいた場合、人数に応じて協力金を支給します。（患

者１名につき１回限り申請可能） 

     １日あたりの受入人数 

       １人目   20 万円 

       ２人目   30 万円 

       ３人目   40 万円 

       ４人目   50 万円 

       ５人目から 60 万円 

     （例）ひとつの医療機関が１日に７人の陽性患者の入院を受け入れた場合 

        20 万＋30 万＋40 万＋50 万＋60 万＋60 万＋60 万＝320 万円／日 

   ○ 事前の登録は不用です。（実績に応じて支給） 

 

新型コロナウイルスのさらなる感染拡大が懸念される中、年末年始に向けた医

療提供体制の確保が重要となります。神奈川県では、年末年始（令和２年 12 月

29 日～令和３年１月３日）の期間に医療提供体制を確保していただいた次の医療

機関に対し、協力金を支給します。 



 

 

 

（３）オンライン診療医療機関 

   ○ 12 月 29 日から１月３日までの期間に、発熱患者のオンライン診療を実施

する体制を整備していただいた場合、１日あたり 15 万円を支給します。（日

数に応じて支給） 

※「発熱診療等医療機関」を除く。（「発熱診療等医療機関」に登録されてい 

る場合は、（１）で申請してください。） 

※県内で医療機関を開設する者 

   ○ 年末年始のオンライン診療の実施内容（診療日、診療時間、初診・再診の

可否等）について、事前に県に届出をお願いします。 

   ○ 県のホームページで、「年末年始に発熱患者のオンライン診療を受け付け

る医療機関」として、医療機関名・実施内容・連絡先を公表することを支給

の要件とします。 

 

３ 交付金の支給について 

   １月４日（月）以降、必要書類（年末年始の開設状況や実績がわかるもの）を

添付した申請書を県に提出してください。 

※申請書や具体的な必要書類については、準備ができ次第、県のホームページ

で案内します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問合せ先 神奈川県健康医療局医療危機対策本部室 

 協力金全般について           調整グループ 045-285-0075 

 発熱診療等医療機関について 企画グループ 045-210-4615 


